
室
町
時
代
に
お
け
る
京
都
本
能
寺
の
展
開

―
―
本
能
寺
敷
地
を
め
ぐ
る
経
緯
と
公
武
と
の
交
渉
を
中
心
と
し
て
―
―

京
都
本
能
寺
は
慶
林
房
日
隆
に
よ

っ
て
開
創
さ
れ
た
。
日
隆
は

始
め
妙
顕
寺
の
門
に
あ

っ
た
が
、
妙
顕
寺
主
職
月
明
の
軟
弱
な
宗

風
を
難
じ
て
妙
顕
寺
を
退
出
し
、　
一
旦
は
妙
顕
寺
に
帰
伏
し
た
が

再
び
退
出
し
た
。
そ
し
て
諸
所
に
遊
歴
し
て
尼
崎
の
本
興
寺
を
は

じ
め
、
諸
寺
を
建
立
し
た
の
で
あ
る
。

永
享
元
年

（
一
四
二
九
）
、
尼
崎
に
あ

っ
た
日
隆
は
、
小
袖
屋

宗
句
の
要
請
に
よ

っ
て
上
洛
し
、
更
に
永
享
五
年

（
一
四
三
三
）

信
徒
如
意
王
丸
氏
に

「
六
角
以
南

・
四
条
坊
門
以
北

・
櫛
笥
以
東

・
大
宮
以
西
」
の
地
を
寄
進
さ
れ
、
本
能
寺
を
開
創
し
て
こ
れ
を

京
都
に
お
け
る
本
寺
と
し
た
の
で
あ
る

Ｔ
）
。
本
稿
で
は
こ
の
本

能
寺
敷
地
を
め
ぐ
る
経
緯
を
手
掛
り
と
し
て
本
能
寺
の
展
開
に
つ

糸

久

宝

賢

い
て
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
ず

『
本
能
寺

文
書
』
中
の
敷
地

・
寺
地

・
寺
領
な
ど
に
関
す
る
資
料
を
概
観
し

て
み
た
い
と
思
う
。

０
　
本
能
寺
敷
地
・
寺
地
・
寺
領
な
ど
の
資
料

『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』
中
の

『
本
能
寺
文
書
』
Ｔ
）
に
は
三
十

八
通
の
本
能
寺
敷
地

・
寺
地

・
寺
領
に
関
す
る
文
書
を
の
せ
て
い

る
。
こ
れ
を
場
所
別
に
分
類
す
る
と
資
料
０
の
如
く
で
あ
る
。

資
料
田

ω
本
能
寺
敷
地

（
六
角
以
南

・
四
条
坊
門
以
北

・
櫛
笥
以
東

・
大

宮
以
西
）

△
系
年
の
判
明
す
る
も
の
十
七
通

↑
）
∧
康
暦
元
年
盆

〓
一七
九
）

～
天
文
十
四
年

（
一
五
四
五
）
∨

は

し

め

に

―- 28 -―



△
系
年
の
判
明
し
な
い
も
の
四
通

↑
）

０
本
能
寺
買
得
の
土
地

（北
小
路
室
町
東
頬
北
西
、
東
西
二
十
丈

南
北
十
五
丈
）

△
系
年
の
判
明
す
る
も
の
五
通

↑
）
∧
永
正
十
三
年
２

五

一
六
）

～
天
正
三
年

（
一
五
七
五
）
∨

△
系
年
の
判
明
し
な
い
も
の
一
通

↑
）

０
本
能
寺
買
得
の
土
地
盆
ハ
角

ｏ
四
条
坊
門

・
油
小
路

・
西
洞
院
）

△
系
年
の
判
明
す
る
も
の
四
通

デ
）
∧
永
正
十
五
年
２

五

一
八
）

～
永
禄
十

一
年

（
一
五
六
八
）
∨

０
本
能
寺
に
寄
進
さ
れ
た
土
地

（四
条
坊
門
以
南
町
面
東
頬
南
北

二
丈
八
尺
五
寸
東
西
三
丈
五
尺
）

△
系
年
の
判
明
す
る
も
の
一
通

↑
）
∧
永
正
十
六
年

（
一
五

一

九
）
∨

０
本
能
寺
に
寄
進
さ
れ
た
土
地

（櫛
笥
通
の
東
西
二
丈
南
北
三
十

六
丈
を
除
く
左
京
職
領
の
内
本
能
寺
に
懸
る
巷
所
）

△
系
年
の
判
明
す
る
も
の
二
通

↑
）
∧
大
永
四
年
盆

五
二
四
）
∨

国
本
能
寺
が
寄
進
さ
れ
た
寺
領

（山
城
国
鴨
川
四
十
石
）

△
系
年
の
判
明
す
る
も
の
三
通

６
）
∧
天
正
十
三
年
２

五
八
五
）

～
寛
永
十
三
年

（
一
六
三
六
）
∨

△
系
年
の
判
明
し
な
い
も
の
一
通

貧
）

こ
れ
に
よ
る
と
０
は
本
能
寺
敷
地
の
経
緯
を
め
ぐ
る
文
書
で
あ

る
。
Ｏ

ｏ
Ｏ
は
本
能
寺
買
得
の
寺
地
で
あ
り
、
０
の
土
地
に
天
文

法
難
後
本
能
寺
は
再
建
さ
れ
て
い
る
。
０
は
本
能
寺
に
寄
進
さ
れ

た
土
地
で
あ
る
。
０
は
同
じ
く
本
能
寺
に
寄
進
さ
れ
た
土
地
で
あ

る
が
、
こ
れ
は

「櫛
笥
通
の
東
西
二
丈
、
南
北
三
十
六
丈
を
除
く

左
京
職
領
の
内
本
能
寺
に
懸
る
巷
所
」
と
い
う
場
所
で
あ
る
。
当

時
左
京
職
領
の
内
巷
所
は

「
河
東

ハ
朱
雀
、
南

ハ
九
条
、
西

ハ
西

ノ
京
極
、
此
内
古
之
小
路
分
、
今
為
田
畠
。
是
巷
所
也
、
」
と
記

さ
れ
、　
一
条
、　
四
条
坊
門
、　
大
宮
通
、　
四
条
坊
城
、　
猫
間
畠
、

梅
小
路
、　
遍
照
心
院
領
、　
紀
伊
郡
九
条
東
西

で
あ

っ
た
と
さ
れ

る
（３

。
お
そ
く
こ
れ
ら
左
京
職
領
の
中
で
四
条
坊
門
、
大
宮
通

な
ど
の
場
所
の
内
、
ω
の
敷
地
に
懸
る
部
分
を
寄
進
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
が
、
も
し
も
寄
進
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
後
に
も
述
べ
る

よ
う
に
代
々
の
将
軍
か
ら
本
能
寺
が
０
の
敷
地
を
安
堵
さ
れ
て
い

た
こ
と
と
か
み
合
わ
な
く
な
り
、
細
部
が
不
明
な
の
で
、
０
に
つ

い
て
は
今
回
は

一
応
置
く
こ
と
に
し
た
い
。
い
は
豊
臣
秀
吉
か
ら

本
能
寺
に
寄
進
さ
れ
た
寺
領
で
あ
る
。
こ
の
他
に
日
仙
な
る
人
が

売
却
し
た
土
地
に
関
す
る
文
書
、
天
文
十
五
年

（
一
五
四
六
）
に

系
る
も
の
が
二
通

盆
）
あ
る
が
、
こ
れ
も
今
回
は
考
察
の
対
象
か

ら
除
外
す
る
こ
と
に
す
る
。

こ
れ
ら
ω
～
０
の
内
、
０
、
③
の
二
つ
は
本
能
寺
の
敷
地
で
あ

る
と
い
う
点
で
、
そ
の
経
緯
が
注
目
さ
れ
る
。
中
世
に
お
い
て
門
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流
は
本
寺
を
中
心
と
し
た
組
織
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
本
寺
の
建
立
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の

敷
地
に
も
、
多
大
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
０
は
本
能
寺
開
創
か
ら
天
文
法
難
に
い
た

る
本
能
寺
敷
地
を
め
ぐ
る
経
緯
で
、
本
能
寺
初
期
の
展
開
を
う
か

が
い
う
る
手
掛
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
０
の
本
能
寺
敷

地
を
め
ぐ
る
経
緯
を
中
心
と
し
、
開
創
か
ら
天
文
法
難
に
至
る
、

本
能
寺
展
開
の
軌
跡
を
辿

っ
て
み
た
い
と
思
う
。

日
　
本
能
寺
敷
地
を
め
ぐ
る
経
緯

ω
の
如
意
王
丸
氏
に
寄
進
さ
れ
た
敷
地
の
経
緯
を
示
す
文
書
の

中
に
、
文
明
十
八
年

（
一
四
八
六
）
に
系
る

「
当
時
敷
地
永
代
買

得
相
伝
之
次
第
事
」
２
）
（以
下
文
中
で
は

「
相
伝
次
第
」

と
略

記
）
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
今
こ
の
記
録
と
安
堵
御
教
書
等
に
よ

っ
て
本
能
寺
敷
地
を
め
ぐ
る
経
緯
を
略
記
す
る
と
資
料
②
の
如
く

で
あ
る
。

資
料
０

３
）

①
康
暦
元
年

（
一
三
七
九
）
十
二
月
二
十
三
日
　
西
坊
城
言
長
が

妙
峯
寺
道
的
に
寄
進
し
た
。

②
応
永
十
四
年

（
一
四
〇
七
）

一
月
十
八
日
　
こ
の
土
地
を
東
岩

蔵
寺
中
明
院

へ
売
却
し
た
。

③
永
享
五
年

（
一
四
三
三
）
四
月
二
日
　
中
明
院
か
ら
如
意
王
丸

氏
に
売
却
さ
れ
、
如
意
王
丸
氏
は
慶
林
房
日
隆
に
寄
進
し
た
。

④
永
享
十
年

（
一
四
三
八
）
十

一
月
十
日
　
こ
の
地
の
一
角
に
非

人
風
呂
が
建
て
ら
れ
、

フそ
の
替
地
が
下
さ
れ
た
。

⑤
文
安
年
中

（
一
四
四
四
～
八
）
坊
城
言
長
の
末
孫
が
こ
の
土
地

に
つ
い
て
所
有
権
を
主
張
↓
却
下
。

⑥
宝
徳
二
年

（
一
四
五
〇
）
十

一
月
二
十
八
日
　
畠
山
持
国
よ
り

安
堵
の
奉
書
が
下
さ
れ
た
。

⑦
享
徳
元
年

（
一
四
五
二
）
坊
城
少
納
言
家
が
策
動
し
、
こ
の
土

地
を
押
領
し
て
し
ま
っ
た
。

（長
禄
四
年
ま
で
の
八
年
間
）

③
長
禄
四
年

（
一
四
六
〇
）
七
月
十
六
日
　
⑦
の
事
態
を
札
明
す

べ
し
と
て
、
召
文
が
出
さ
れ
た
。
　
↑
」
の
後
六
年
間
系
争
が
続

い
た
。
）

③
寛
正
六
年

（
一
四
六
五
）
七
月
二
十
六
日
　
坊
城
少
納
言
家
は

種
々
画
策
し
た
が
本
能
寺
に
敷
地
が
安
堵
さ
れ
た
。

（文
明
十

八
年
ま
で
は
支
障
が
な
か
っ
た
。
）

⑩
文
明
十
八
年

（
一
四
八
六
）
八
月
十
七
日
　
同
年
七
月
十
五
日

坊
城
家
雑
掌
は
拝
賀
の
折
に
知
行
の
由
を
申
し
、
奉
書
を
著
し

た
が
同
月
十
日
両
者
の
系
争
の
経
緯
が
上
聞
に
達
し
、
安
堵
の

奉
書
が
下
さ
れ
た
。

①
長
享
二
年

（
一
四
八
八
）
十
月
二
十
三
日
　
足
利
義
尚
よ
り
敷
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地
を
安
堵
さ
れ
た
。

⑫
延
徳
三
年

（
一
四
九

一
）
七
月
十
八
日
　
足
利
義
植
よ
り
敷
地

を
安
堵
さ
れ
た
。

⑬
文
亀
元
年

（
一
五
〇

一
）
十
二
月
二
十
九
日
　
足
利
義
澄
よ
り

敷
地
を
安
堵
さ
れ
た
。

⑭
大
永
五
年

（
一
五
二
五
）
九
月
三
日
　
足
利
義
晴
よ
り
敷
地
を

安
堵
さ
れ
た
。

⑮
天
文
十
四
年

（
一
五
四
五
）
八
月
二
日
　
天
文
法
難
に
よ
っ
て

堺
へ
逃
れ
て
い
た
本
能
寺
の
旧
敷
地
が
安
堵
さ
れ
た
。

こ
れ
を
見
る
と
①
～
⑩
ま
で
は
、
寄
進
さ
れ
た
当
初
の
経
緯

ｏ

敷
地
の
所
有
権
を
め
ぐ
る
系
争
を
示
す
も
の
で
、
①
～
⑭
ま
で
は

将
軍
の
安
堵
状
、
①
は
京
都
の
旧
地
に
復
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
能
寺
敷
地
を
め
ぐ
る
経
緯
を
、
開
創
か

ら
文
明
の
こ
ろ
ま
で
、
文
明
か
ら
天
文
法
難
以
前
ま
で
、
天
文
法

難
後
、
の
三
期
に
分
け
て
述
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。

資
料
０
に
見
る
如
く
如
意
王
丸
氏
が
本
能
寺
に
寄
進
し
た
土
地

は
、
元
来
坊
城
言
長
が
所
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
も
の
で
、
こ

れ
を
妙
峯
寺
道
的
あ
て
に
寄
進
し
た

（
①
）
。
更
に
こ
れ
が
東
岩

蔵
寺
に
売
却
さ
れ
、
東
岩
蔵
寺
か
ら
如
意
王
丸
氏
に
売
却
さ
れ
、

如
意
王
丸
氏
は
慶
林
房
日
隆
に
こ
の
土
地
を
寄
進
し
た
（②
③
）
。

と
こ
ろ
が

「相
伝
次
第
」
に
よ
れ
ば
如
意
王
丸
氏
に
寄
進
さ
れ
た

後
、
艮
の
角
地
に
非
人
風
呂
が
建
て
ら
れ
た

含
）
。
こ
の
折
は
普

光
院
殿
の
権
威
を
恐
れ
る
故
に
訴
訟
は
し
な
か

っ
た
。
後
に
こ
の

土
地
が
本
能
寺
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
上
聞
に
達
し
、
替
地
が
下

さ
れ
た

（④
）
。
こ
こ
ま
で
は
本
能
寺
開
創
当
初
の
経
緯
で
あ
る
。

次
に
文
安
年
中
か
ら
旧
所
有
者
で
あ

っ
た
坊
城
家
と
の
所
有
権

争
い
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
坊
城
言
長
と
そ
の
末
孫
に
つ

い
て
の
べ
て
み
よ
う
。
資
料
②
①
の
売
券
で
は

「
西
坊
城
言
長
」

（じ

と
し
、
そ
の
末
孫
に
つ
い
て

「
相
伝
次
第
」
で
は

「
坊
城
少

納
言
卿
」
盆
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば

「
言

長
」
は
菅
原
氏
東
坊
城
長
綱
の
子
で
、
そ
の
系
図
を
略
記
す
る
と

次
の
如
く
で
あ
る
。

そ
し
て

『尊
卑
分
脈
』

・
『
公
卿
補
任
』
の
記
述
を
あ
わ
せ
る
と

言
長
は
少
納
言
で
大
学
頭

・
大
内
記

・
文
章
博
士
を
務
め
翁
Ｘ

長
政
は
少
納
言
で
大
学
頭

・
大
内
記

・
文
章
博
士
を
つ
と
め
、
永

享
九
年

（
一
四
三
七
）
非
参
議
従
三
位
、
享
徳
二
年
∧
＝

一
四
五

三
、
あ
る
い
は
享
徳
四
年

（
一
四
五
五
）
∨
没
、
前
参
議
正
三
位

長
綱

|

| | | |
女 言 富 秀
子 長 長 長

|

長
政

|

顕
長

|

長
光

|

定
雄
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に
叙
せ
ら
れ
死
後
に
大
納
言
を
追
贈
さ
れ
た

盆
τ

顕
長
は
少
納

一百
で
応
仁
元
年

（
一
四
六
七
）

非
参
議
従
三
位
、

文
明
十
二
年

∧
＝

一
四
八
〇
、
あ
る
い
は
文
明
十
三
年

（
一
四
八

一
）
∨
出
家

参
議
正
三
位
に
叙
せ
ら
れ
大
蔵
卿
も
務
め
て
い
る
の
と

長
光
は

従
五
位
上
で
文
章
博
±

２
Ｘ

定
雄
は
少
納
言
で
あ

っ
た
２
Ｘ

坊
城
家
と
の
所
有
権
争
い
は
文
安
年
中
か
ら
文
明
の
頃
ま
で
で
あ

る
か
ら
、

「
相
伝
次
第
」
に
い
う

「
言
長
の
末
孫
」
と
は
長
政

・

顕
長
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
系
争
は
文
安
年
中
に
端
を
発
し

一
度
は
収
ま
っ
た
。
と
こ

ろ
が
享
徳
元
年

「坊
城
少
納
言
卿
上
聞
を
申
し
掠
め
」
て
こ
の
敷

地
を
長
禄
四
年

（
一
四
六
〇
）
ま
で
の
八
年
間
押
領
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
事
態
を
収
拾
す
る
べ
く
召
文
が
長
禄

四
年
に
出
さ
れ
た
。
し
か
し
坊
城
家
は
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
召
文
が

出
さ
れ
る
こ
と
四
度
に
し
て
寛
正
六
年
に
訴
訟
の
場
に
上
り
、
本

能
寺
は
勝
訴
し
て
敷
地
の
安
堵
を
得
た
の
で
あ
る

（⑤
～
③
）
。

寛
正
六
年
か
ら
文
明
十
八
年
ま
で
は
何
の
問
題
も
生
じ
な
か
っ
た

が
、
文
明
十
八
年
七
月
五
日
坊
城
家
は
拝
賀
の
供
奉
に
事
よ
せ
て

領
知
の
奉
書
を
受
け
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
簡
単
に
決
着
が
つ
い

た
よ
う
で
、
翌
月
の
八
月
十
七
日
に
安
堵
が
下
さ
れ
た
の
で
あ
る

（⑩
）
。
で
は
次
に
文
明
以
後
に
お
け
る
本
能
寺
敷
地
を
め
ぐ
る

経
緯
を
略
述
し
て
み
よ
う
。

資
料
０
に
見
る
如
く
、
文
明
十
八
年
を
境
に
坊
城
家
と
の
所
有

権
争
い
は
な
く
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
①
～
⑭
ま
で
の
敷
地
安
堵

状
は
全
て
将
軍
の
御
教
書
で
あ
る
。
即
ち
九
代
義
尚
、
十
代
義
種
、

十

一
代
義
澄
、
十
二
代
義
晴
で
あ
る
。
こ
の
安
堵
御
教
書
は
文
明

年
中
以
前
の
安
堵
状
と
は
性
質
の
異
る
も
の
で
あ
る
。
文
明
年
中

以
前
の
も
の
、
例
え
ば
⑩
の
場
合
の
安
堵
状
を
見
る
と
、
第

一
に

訴
訟
に
つ
い
て
の
経
過
を
あ
げ
、
更
に
本
能
寺
の
も
の
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
の
で
こ
れ
を
安
堵
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
幕

府
奉
行
人
の
手
に
よ

っ
て
下
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

分
）
。
と

こ
ろ
が
将
軍
の
安
堵
状
は
、
例
え
ば
①
の
御
教
書
は

本
能
寺
敷
地
、
六
角
以
南
、
四
条
坊
門
以
北
、
櫛
笥
以
東
、

大
宮
以
西
、
方
四
町
雖
獣
始
緋
人
事
、
早
任
二
当
知
行
之
旨
一　
領

掌
不
レ
可
レ有
二
相
違
一之
状
、
如
レ
件

長
享
二
年
十
月
十
三
日
　
　
　
　
（義
尚
）
発
）

と
い
う
も
の
で
、
訴
訟
を
決
裁
し
て
下
さ
れ
る
安
堵
状
と
は
思
わ

れ
な
い
。
他
の
三
通
も
ほ
ぼ
同
書
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
能
寺
が

将
軍
家
祈
蒔
所
と
な

っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
。
本
能
寺
は
長
享
元
年
十
二
月
二
十
日
足
利
義
尚
か
ら
次
の

よ
う
な
御
教
書
を
受
け
て
い
る
。

天
下
安
全
祈
蒔
事
　
近
日
殊
可
レ
抽
二懇
丹
一之
状
如
レ
件

分
）

こ
れ
は
明
確
に

「
祈
願
所
」

「
祈
蒔
所
」
と
記
さ
れ
て
は
い
な
い
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が
、
資
料
０
０
の
土
地
を
買
得
し
た
際
の
管
領
細
川
高
国
の
施
行

状
に
は

「
祈
願
所
」
と
記
さ
れ

発
）
義
植
の
延
徳
三
年

（
一
四
九

一
）
七
月
十
八
日

天
下
安
全
祈
蒔
事
、
殊
可
レ
抽
二
丹
誠
一之
状
　
如
レ
件

角
）

と
い
う
御
教
書
と
比
較
す
る
と
ほ
ぼ
同
書
式
で
あ
る
か
ら
、
本
能

寺
は
長
享
元
年
よ
り
将
軍
家
祈
蒔
所
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ

ま
り
①
～
⑭
ま
で
の
安
堵
状
は
、
将
軍
家
祈
蒔
所
と
し
て
の
本
能

寺
の
敷
地
を
将
軍
の
権
威
の
も
と
に
安
堵
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
因
み
に
こ
の
文
明
か
ら
天
文
に
か
け
て
の
時
期
、
本
能

寺
は
資
料
田
１
０
の
土
地
を
買
得
、
Ｄ
の
土
地
を
寄
進
さ
れ
て
い

る
。
続
い
て
天
文
法
難
の
頃
の
敷
地
を
め
ぐ
る
経
緯
を
見
て
み
よ

λノ
。周

知
の
如
く
天
文
法
難
に
よ
っ
て
京
都
諸
山
が
受
け
た
打
撃
は

大
き
く
、
本
能
寺
も
堺
に
逃
れ
て
い
た
。
そ
し
て
一
旦
は
帰
洛
を

あ
き
ら
め
た
よ
う
で
あ
る
が
、
各
方
面
か
ら
の
あ

っ
せ
ん
で
帰
洛

運
動
が
行
わ
れ
、
天
文
十

一
年

（
一
五
四
二
）
十

一
月
十
四
日
法

華
宗
諸
山
に
帰
洛
の
勅
許
が
後
奈
良
天
皇
よ
り
下
さ
れ
た
の
で
あ

る

６
）
。
本
能
寺
を
見
て
み
る
と
こ
の
綸
旨
に
先
立
つ
天
文
十

一

年
間
三
月
十
六
日
、
幕
府
よ
り
寄
宿

・
非
分
の
課
役
を
懸
け
る
こ

と
を
免
除
す
る
旨
の
奉
書
を
受
け
て
い
る

貧
τ

本
能
寺
が
０
の

敷
地
を
帰
洛
す
る
為
に
安
堵
さ
れ
た
の
は
、
天
文
十
四
年

（
一
五

四
五
）
八
月
二
日
の
こ
と
で
あ
る
が
、
天
文
十

一
年
の
時
点
で
、

帰
洛
の
勅
許
以
前
に
敷
地
の
保
全
が

は
か
ら
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。
更
に
本
能
寺
は
天
文
十
四
年
八
月
十
八
日
、
資
料
０
１
０
の

土
地
を
買
得
し
、
こ
こ
に
堂
字
を
再
建
し
、
地
子
銭
も
同
年
八
月

十
日
に
免
除
さ
れ
た
の
で
あ
る

Ω
）
。

以
上
本
能
寺
敷
地
に
つ
い
て
、
開
創
か
ら
天
文
法
難
に
至
る
ま

で
の
経
緯
を
辿

っ
て
み
た
が
、
こ
れ
を
ま
と
め
る
と
次
の
如
く
で

あ
る
。

永
享
五
年
慶
林
房
日
隆
は
如
意
王
丸
氏
に

「
六
角
以
南

・
四
条

坊
門
以
北

・
櫛
笥
以
東

・
大
官
以
西
」
の
土
地
を
寄
進
さ
れ
本
能

寺
を
開
創
し
た
。
当
初
非
人
風
呂
が
敷
地
内
に
建
て
ら
れ
た
が
、

こ
れ
に
は
後
に
替
地
が
下
さ
れ
た
。
文
安
年
中
か
ら
旧
所
有
者
で

あ

っ
た
坊
城
少
納
言
家
と
所
有
権
争
い
が
始
ま
り
、
わ
け
て
も
享

徳
元
年
か
ら
長
禄
四
年
ま
で
は
敷
地
を
押
領
さ
れ
て
い
た
。
文
明

年
中
に
入
る
と
こ
の
系
争
は
収
ま
り
、
文
明
十
八
年
に
再
度
坊
城

家
が
違
乱
し
た
が
、
短
期
日
で
決
裁
が
下
さ
れ
た
。
そ
し
て
長
享

以
後
は
将
軍
家
祈
蒔
所
と
し
て
敷
地
が
安
堵
さ
れ
、
他
に
土
地
を

買
得
、
寄
進
さ
れ
た
。
更
に
天
文
法
難
以
後
は
旧
地
を
安
堵
さ
れ

新
地
を
買
得
し
て
堂
宇
を
再
建
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
京
都
日
蓮
教
団
を
支
え
る
力
の

一
つ

に
は
、
商
工
人
の
存
在
が
あ
る
。
柳
酒
屋
や
、
慶
林
房
日
隆
を
尼
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崎
か
ら
招
請
し
た
小
袖
屋
な
ど
は
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
存

在
で
あ
る
。
し
か
る
に
も
う
反
面
、
公
武
の
存
在
も
無
視
で
き
な

い
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば

『
妙
蓮
寺
祖
師
記
』
に
あ
る
よ
う
に

妙
蓮
寺
日
慶
が
妙
蓮
寺
再
興
に
際
し
位
官
、
参
内
の
便
宜
を
慮

っ

て
、
庭
田
家
よ
り
日
応
を
迎
え
た
こ
と
な
ど
は
こ
れ
で
あ
り

盆
）

更
に
妙
本
寺
月
明

（
三
条
家
）
、
立
本
寺
日
実

（裏
辻
家
）
、
立

本
寺
日
耐

（九
条
家
）
等
、
京
都
法
華
宗
諸
寺
と
公
武
と
の
交
渉

は
数
多
く
見
ら
れ
る

２
）
。
そ
し
て
い
ず
れ
の
場
合
に
せ
よ
貫
主

の
出
身
家
系
と
そ
れ
に
連
な
る
公
武
の
存
在
は
、
対
外
的
対
応
力

に
大
き
く
関
与
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
如
く
本
能
寺
敷
地

を
め
ぐ
る
経
緯
は
、
坊
城
家
と
の
系
争
に
し
ろ
、
将
軍
家
祈
蒔
所

と
な

っ
た
こ
と
に
し
ろ
、
種
々
の
意
味
で
公
武
と
の
交
渉
を
想
わ

せ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
本
能
寺
と
公
武
と
の
交
渉
を
、
本

能
寺
歴
代
主
職
の
事
跡
を
中
心
と
し
て
う
か
が

っ
て
み
よ
う
と
思

λノ
。

日
　
本
能
寺
と
公
武
と
の
交
渉

慶
林
房
日
隆
は
晩
年
宝
徳
二
年

（
一
四
五
〇
）
好
学
院
日
信
に

本
能
寺
を
譲

っ
た
。
し
か
し
日
信
は
在
住
六
年
に
し
て
康
正
元
年

（
一
四
五
五
）
に
早
世
し
て
し
ま
っ
た
。
後
職
は
日
明
に
定
め
ら

れ
た
が
、
今

『本
能
寺
文
書
』
と

『
両
山
歴
譜
』
に
よ
っ
て
、
本

能
寺
歴
代
主
職
の
事
跡
を
見
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
日
明
は
康

正
三
年

（
一
四
五
六
）
、
日
信
の
後
を
受
け
て
本
能
寺
主
職
と
な

っ
た
。
日
明
は
本
興
寺
日
禎
と
共
に
、
寛
正
四
年

（
一
四
六
三
）

日
隆
が
定
め
置
い
た

「
両
山
式
目
」
に
加
判
し
て
い
る

３
）
。
そ

し
て
文
明
三
年

（
一
四
七

一
）
、
当
時
本
興
寺
主
職
で
あ

っ
た
日
与

と
共
に
「
当
門
流
尽
未
来
際
法
度
」
を
制
定
加
判
し
て
い
る
翁
）
。

こ
の
文
明
三
年
の
法
度
は

『
日
蓮
教
団
全
史
』
に
よ
れ
ば
、
日
隆

の
定
め
た
法
度
中
の
刀
杖
執
持
の
者
を
罰
す
る
条
が
削
除
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
の
状
勢
か
ら
本
能
寺
も
武
装
化
し
た

こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る

，
）
。
当
時
の
日
蓮
教

団

一
般
の
傾
向
と
し
て
、
社
会
不
安
に
対
応
す
る
た
め
武
装
化
の

萌
芽
が
見
ら
れ
る
。　
こ
の
法
度
に
先
立
つ
寛
正
六
年

（
一
四
六

五
）
、
叡
山
と
の
拮
抗
に
よ
り
兵
力
を
動
員
し
た
と
い
う

含
）
。

「
両
山
式
目
」
を
変
え
た
の
も
こ
の
例
外
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が

未
だ
こ
の
時
点
で
は
坊
城
家
と
の
系
争
が

一
段
落
し
た
ば
か
り
で

あ

っ
て
、　
公
武
へ
の
対
応
力
は
不
充
分
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
え

る
。
次
に
日
明
の
後
職
日
与
を
見
て
み
よ
う
。

日
与
は
応
永
三
十
三
年

（
一
四
二
六
）
の
生
れ
で
寛
正
六
年
二

月
、
本
興
寺
日
禎
遷
化
後
に
本
興
寺
に
入
院
し
、
文
明
六
年

（
一

四
七
四
）
九
月
、
本
能
寺
日
明
の
後
を
受
け
て
本
能
寺
に
入
院
し

両
山
を
兼
務
し
た
の
で
あ
る
。

『
両
山
歴
譜
』
に
よ
れ
ば

「
広
学
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多
才
に
し
て
内
外
典
及
び
歌
道
に
達
し
」
Э
）
た
人
で
、　
そ
の
著

述
は
甚
だ
多
い
と
い
う
。

『
日
蓮
宗
宗
学
章
疏
目
録
』
に
は

『要

蔵
開
示
録
』

『法
華
和
語
記
』
を
は
じ
め
十
三
篇
の
著
述
が
あ
げ

ら
れ
て
お
り

翁
Ｘ

仏
教

ｏ
歌
道
に
関
す
る
著
述
を
残
し
て
い

る
。
叉
、
こ
の
日
与
在
院
中
に
本
能
寺

。
本
興
寺
両
山
の
寺
観
が

整
え
ら
れ
、
両
山
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
延
徳
三

年

（
一
四
九

一
）
六
月
九
日
六
十
六
才
に
し
て
遷
化
し
、
本
能
寺

の
後
職
は
日
増
に
、
本
興
寺
の
後
職
は
鏡
像
院
日
盛
に
譲
ら
れ
た

の
で
あ
る

ａ
Ｉ

と
こ
ろ
で
、
こ
の
日
与
の
代
か
ら
本
能
寺
は
公
武
と
の
積
極
的

交
渉
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
の
端
緒
は
日
与
が
両
山
主
職
と
な

る
以
前
の
長
禄
年
中

（
一
四
五
七
～
九
）
に
見
ら
れ
る
。
日
与
は

は
じ
め
日
定
と
称
し
た
が
、
こ
の
時
に
一
条
兼
良
の
も
と
に
赴
い

て
、
法
華
要
品
を
講
説
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち

本
能
教
寺
必
一獨
日
定
講
二
説
法
華
要
品
一最
以
二本
門
之
所
詮
一

為
レ宗
、
以
二末
世
之
弘
通
一為
レ先
、
販
利
定
莫
大
焉
、
其
志

寧
不
レ嘉
耶

の
）

と
い
う
書
状
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
一
条
兼
良
は
博
学
多

才
の
人
で
関
白
な
ど
の
重
職
も
務
め
た
が
、
歌
道
へ
の
造
詣
も
深

く
、
そ
の
才
を
も

っ
て
将
軍
家
に
も
重
ん
ぜ
ら
れ
た
人
で
あ
る
と

い
わ
れ
、
特
に
九
代
将
軍
足
利
義
尚
は
政
道
改
善
に
つ
い
て
兼
良

に
諮
問
し
、
兼
良
は
こ
れ
に
応
え
て

『
樵
談
治
要
』

『
文
明

一
統

記
』

を
著
わ
し
て
義
尚
に
送

っ
た
と
い
う

盆
〓

こ
の
頃

法
華

宗
諸
山
に
お
け
る

歌
会
や

談
議
の
あ

っ
た
こ
と
が

指
摘

さ
れ
る

が

２
、

日
与
が

一
条
兼
良
に
法
華
要
品
を
講
説
す
る
に
い
た
る

い
き
さ
つ
も
、
日
与
の
歌
道

へ
の
才
に
よ
る
関
連
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

叉
、

前
述
の
如
く

日
与
在
院
中
の
長
享
元
年

（
一
四
八

七
）
に
本
能
寺
は
足
利
義
尚
よ
り
祈
願
所
の
御
教
書
を
受
け
て
い

る
が
、
義
尚
の
政
治
諮
問
を
受
け
る
程
の
兼
良
と
日
与
と
の
交
渉

が
あ

っ
た
こ
と
を
見
れ
ば
、
何
ら
か
の
あ

っ
せ
ん
が
あ

っ
た
で
ぁ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
日
与
の
代
か
ら

本
能
寺
は

一
条
兼
良
と
い
う
貴
族
層
、
将
軍
家
祈
蒔
所
に
代
表
さ

れ
る
武
家
と
の
交
渉
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
前
述
の
如
く
敷
地
を

め
ぐ
る
経
緯
に
つ
い
て
も
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で

あ
る
。

次
に
日
増
は

『
両
山
歴
譜
』
に
よ
れ
ば
明
応
元
年

（
一
四
九
二
）

頃
の
入
院
と
さ
れ
、
日
与
の
命
に
よ

っ
て
種
子
島

へ
布
教
を
行

っ

た
と
い
う
。
更
に
注
目
し
た
い
の
は
、
日
与
の
先
例
に
従

っ
て

一

条
兼
良
の
子
教
房
の
も
と
で
法
華
要
品
の
講
義
を
し
た
と
い
う
こ

と
で
、

『
両
山
歴
譜
』
で
は
こ
れ
に
対
す
る
礼
状
が
本
能
寺
に
蔵

さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る

翁
）
。
但
し

『
本
能
寺
文
書
』
中
に
は

一
条
冬
良
の
も
の
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る

密
）
。
こ
れ
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は
教
房
と
冬
良
が
兄
弟
で
あ
る
た
め
に

『
両
山
歴
譜
』
が
と
り
違

え
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
兄
弟
両
方
の
も
と
で
講
義
を
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ

一
条
家
と
の
交
渉
は
日
与
、
日
増
と
続
け
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
増
の
後
職
日
儀
は
目
立

っ
た
事
跡
は
確

認
で
き
な
い
が
、
日
与
か
ら
日
増
、
日
蟻
、
日
侶
の
代
に
か
け
て

の
時
期
は
、
法
華
宗
の
武
装
化
が
進
み
、
法
華

一
揆
が
各
地
で
形

成
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
る
。
そ
の
規
模
、
動
向
は

『
日
蓮
教
団
全

史
』
に
詳
し
い
が

，
、

本
能
寺
は
大
永
七
年
と
天
文
元
年
に
戦

功
の
感
状
を
受
け
て
い
る

翁
Ｘ

こ
の
よ
う
な
武
装
化
の
進
展
は

天
文
法
難

へ
と
流
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
本
能
寺
に
見
る
場
合

将
軍
家
や
貴
族
と
の
交
渉
と
、
武
装
化
に
よ
る
自
衛
の
展
開
は
、

相
互
補
完
し
つ
つ
勢
力
充
実
を
進
展
さ
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
う
し
た
公
武
と
の
交
渉
の
中
に
日
侶
の
後
職
日
承
の
存
在

も
浮
上
し
て
く
る
。
日
承
は
伏
見
宮
連
枝
の
出
身
と
い
わ
れ

６
）

『
日
蓮
教
団
全
史
』
で
は
菊
御
紋
の
許
状
、
日
術

へ
の
譲
状
の
中

で
九
曜
菊
大
紋
の
使
用
に
つ
い
て
は
親
王
の
命
に
よ

っ
て
他
師

へ

の
使
用
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
、
肉
親
で
あ
る
こ
と
を
考

察
し
て
い
る

０
）
。
こ
う
し
た
皇
族
の
貫
主
就
任
は
、
前
に
あ
げ

た

『
妙
蓮
寺
祖
師
記
』
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
配
慮
も
あ

っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
天
文
法
難
後
の
帰
洛
運
動
を
推
進
し
た
力
の

一

つ
に
、
法
華
宗
の
公
武
信
徒
の
存
在
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
う
し

た
事
を
考
え
る
な
ら
ば
日
承
の
存
在
は
大
き
い
と
い
え
る
で
あ
ろ

以
上
、
本
能
寺
敷
地
を
め
ぐ
る
経
緯
に
関
連
し
て
本
能
寺
と
公

武
と
の
交
渉
を
中
心
と
し
て
、
歴
代
主
職
の
事
跡
を
辿

っ
て
み
た

が
、
日
与
を
境
と
し
て
本
能
寺
は
公
武
と
の
交
渉
が
顕
著
に
な

っ

て
い
る
。
こ
れ
と
並
行
し
て
武
装
の
展
開
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り

敷
地
を
め
ぐ
る
経
緯
に
こ
れ
を
照
合
す
る
と
、
系
争
の
収
拾
、
将

軍
家
祈
蒔
所
と
し
て
将
軍
に
安
堵
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
っ
た

事
柄
と
重
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

以
上
本
能
寺
敷
地
を
め
ぐ
る
経
緯
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
小
考
を

加
え
た
次
第
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
な
点

が
指
摘
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
坊
城
家
と
の
所
有
権
争
い
が
行
わ
れ
て
い
た
時
期
、
開
創

か
ら
寛
正
の
頃
ま
で
は
、
本
能
寺
は
そ
の
対
外
的
対
応
力
を
充
実

さ
せ
る
に
は
至

っ
て
は

い
な
か

っ
た
、　
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

「
相
伝
次
第
」
に
非
人
風
呂
の
件
は
普
光
院
殿
様
が
建
て
た
こ
と

で
そ
の
権
威
を
恐
れ
て
訴
訟
し
な
か

っ
た
と
あ
り
、
将
軍
に
比
較

す
れ
ば
訴
訟
の
相
手
と
な
る
坊
城
家
の
存
在
は
小
さ
い
も
の
で
あ

ろ
う
が
、
敷
地
を
め
ぐ
る
系
争
中
坊
城
家
に
は
度
々
勝
訴
は
し
て
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い
る
も
の
の
、
坊
城
家
が
そ
の
立
場
を
利
用
し
て
画
策
し
、
敷
地

を
押
領
し
て
し
ま
う
な
ど
、
本
能
寺
に
と

っ
て
状
況
は
平
穏
な
も

の
で
は
な
か

っ
た
。
本
能
寺
は
文
明
ま
で
は
こ
れ
を
完
全
に
収
拾

す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ

っ
た
訳
で
あ
る
。

し
か
る
に
日
与
の
頃
を
境
と
し
て
、
積
極
的
な
公
武
接
近
が
見

ら
れ
、
就
中
将
軍
家
祈
薦
所
と
な

っ
た
こ
と
は
、
敷
地
の
保
持
に

安
定
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
交
渉
の
流
れ

の
上
に
日
承
の
主
職
就
任
も
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
日
承
の
存

在
は
天
文
法
難
後
の
帰
洛

・
旧
地
安
堵
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
動
乱
の
中
で
幕
府
や
貴
族
の
権
威
実
効
の
低
下
は
あ

っ

た
に
せ
よ
、
敷
地
を
め
ぐ
る
経
緯
を
通
し
て
本
能
寺
の
展
開
を
見

る
時
、
彼
等
と
接
触
を
も
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
自
衛
の
展
開

と
関
り
つ
つ
、
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ

っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

註

※

『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』
は

『宗
全
』
と
略
記
し
、

『尊
卑
分
脈
』

『公
卿
補
任
』
は
国
史
大
系
本
に
よ
る
ｏ

『
日
蓮
教
団
全
史
』
上
二
二
九
―
二
四
六
頁
。

『宗
全
』
二
十
巻
所
収
ｏ
以
下
資
料
の
出
典
は

『本
能
寺
文
書
』

と
し
て
註
記
す
る
ｏ

（
３
）
　
『本
能
寺
文
書
』
二
三
二

（
二
通
）

・
二
三
三

（
二
通
）

ｏ
二
三

二
―
四
・
二
三
四
・
二
二
五
・
二
三
六

（
二
通
）

・
二
三
七

・
二

三
七
―
八
・
二
三
九

・
二
四
〇

・
二
四
一
（
二
通
）

・
二
四
五

・

二
四
八
頁
。

（
４
）

『本
能
寺
文
書
』
二
三
四
・
二
四
五
２
六

・
二
六
四

・
二
八
七

頁
。

（
５
）
　
『本
能
寺
文
書
』
二
四
二

（二
通
）

・
二
四
二
２
三
・
二
六
八
―

九

・
二
六
九
頁
ｏ

（
６
）
　
『本
能
寺
文
書
』
二
六
二
頁
。

（
７
）
　
『本
能
寺
文
書
』
二
四
三
・
二
四
九

（
二
通
）

・
二
六
七
頁
。

（
８
）
　
『本
能
寺
文
書
』
二
四
三
頁
ｏ

（
９
）
　
『本
能
寺
文
書
』
二
四
四
・
二
四
四
―
五
頁
。

（
１０
）
　
『本
能
寺
文
書
』
二
七
〇

・
二
七
四

・
三
二

一
頁
。

（
ｎ
）
　
『本
能
寺
文
書
』
二
七
五
―
六
頁
。

（
・２
）
　
『
宣
胤
卿
記
』
永
正
元
年
十

一
月
十
日
の
条

（
『史
料
大
成
』
四

十
三
巻
八
十

一
頁
）
及
び

『
日
本
歴
史
大
辞
典
』

（河
出
書
房
）

に
よ
る
ｏ

（
・３
）
　

『本
能
寺
文
書
』
二
九
〇

・
二
九
〇
―

一
頁
ｏ

（
・４
）
　
『本
能
寺
文
書
』
二
三
七
―
八
頁
ｏ
八
条
か
ら
な
る
記
録
で
、
年

月
日
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、　
四
条
に

「働
自
二寛
正
六
年
一詑
レ

至
二当
年
こ

と
し
、
記
録
内
容
が
文
明
十
八
年
ま
で
の
こ
と
で
あ

る
の
で
も
編
者
の
推
定
に
従
い
、
文
明
十
八
年
に
系
る
も
の
と
す

2  1
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ス
リ
。

（
・５
）

資
料
０
に
示
し
た
事
項
の
出
典
の
う
ち
、

「相
伝
次
第
」
以
外
の

出
典
頁
は
次
の
如
く
で
あ
る

（頁
数
は

『本
能
寺
文
書
』

の
も

３

ｏ
①
曇

三

頁
、
②
曇

三

頁
、
③
曇

三

頁
、
④
曇

三

―
四

・
二
三
四
頁
、
⑥
二
三
六
頁
、
③
二
三
六
頁
、
⑩
二
三
七
頁

、
⑪
二
三
九
頁
、
⑫
二
四
〇
頁
、
⑬
二
四
一
頁
、
⑭
二
四
五
頁
、

⑮
二
四
八
頁
、
尚
⑤

・
⑦

・
③
は

「相
伝
次
第
」
の
記
述
に
よ
つ

た
ｏ

（
・６
）
　

「相
伝
次
第
」
第
二
条
。

（
・７
）

註

（
１５
）
を
参
照
ｏ

（
・８
）
　

「相
伝
次
第
」
第
二
条
ｏ

（
・９
）

同
書
第
四
篇
七
十
八
頁
に
よ
つ
て
作
成
ｏ

（
２０
）
　

『尊
卑
分
脈
』
第
四
篇
七
十
八
頁
。

（
２．
）
　

『尊
卑
分
脈
』
第
四
篇
七
十
八
頁
。

『
公
卿
補
任
』
第
三
篇

一
三

四

・
一
七
四
頁
。

（
２２
）
　

『尊
卑
分
脈
』
第
四
篇
七
十
八
頁
、

『公
卿
補
任
』
第
三
篇
二
二

〓
丁

二
五
五
頁
。

（
２３
）
　

『尊
卑
分
脈
』
第
四
篇
七
十
八
頁
。

（
２４
）

同
右
ｏ

（
２５
）
　

『本
能
寺
文
書
』
二
三
七
頁
。

（
２６
）
　

『本
能
寺
文
書
』
二
二
九
頁
。

（
２７
）
　

『本
能
寺
文
書
』
二
二
九
頁
。
尚
こ
の
御
教
書
に
先
立
つ
同
年
八

月
二
十
三
日
に

「
祈
薦
事
　
可
レ令
レ致
二精
誠
一
之
状
如
レ
件
」
と

い
う
御
教
書
も
受
け
て
い
る
ｏ

（
２８
）
　

『本
能
寺
文
書
』
二
四
二
頁
。
こ
の
時
義
植
は
既
に
将
軍
に
復
権

し
て
い
た
ｏ

（
２９

）

（
３０

）

（
３．

）

（
３２

）

（
３３

）

（
３４

）

（
３５

）

（
３６

）

（
３７

）

（
“

）

（
３９

）

（
４０

）

（
４．

）

（
４２

）

（
４３

）

『本
能
寺
文
書
』
二
二
九
―
四
頁
。

『
日
蓮
教
団
全
史
』
上
三
八
二
頁
。

『本
能
寺
文
書
』
二
四
六
―
七
頁
。

『本
能
寺
文
書
』
二
四
九
頁
。

Ｆ
不
全
』
第
二
十
三
巻

一
八
八
頁
。

『
日
蓮
教
団
全
史
』
上
第
二
部
第

一
篇
第
五
章
第

一
節

「公
武
と

本
宗
と
の
関
係
」
参
照
ｏ

『本
能
寺
文
書
』
二
八
三
頁
。

『本
能
寺
文
書
』
二
八
六
頁
。

同
書
三
四
六
頁
。

『
日
蓮
教
団
全
史
』
上
三
〇
四
―
五
頁
。

同
書

「
日
与
上
人
」
の
条
ｏ

同
書
五
十
八
―
九
頁
ｏ

『両
山
歴
譜
』

「
日
与
上
人
」
の
条
ｏ

『本
能
寺
文
書
』
二
八
二
―
三
頁
。

『
一
条
兼
良
』

（人
物
叢
書
）

一
「東
山
文
化
と
兼
良
」
、

『
講

座
日
本
文
化
史
』
第
四
巻
第

一
章
同

「知
識
人
の
生
活
と
思
想
」

等
を
参
照
ｏ

（
４４
）

註

（
３４
）
、

『
日
本
仏
教
史
』

（辻
善
之
助
）
中
世
編
四
・
三
八

四
―
七
頁
、
中
尾
尭
稿

「近
衛
政
家
の
日
蓮
宗
信
仰
」

（豊
田
武
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博
士
古
稀
記
念

『
日
本
中
世
の
政
治
と
文
化
』
所
収
）
ｏ
特
に
妙

蓮
寺
は
日
応
出
自
の
関
係
か
ら
皇
族

・
貴
族
の
参
詣
も
多
く
、
叉

本
満
寺
、
本
国
寺
、
頂
妙
寺
な
ど
は
近
衛
政
家

・
尚
通
の
帰
依
も

厚
く
交
際
が
あ
っ
た
と
い
う
ｏ

（
４５
）

同
書

「
日
増
上
人
」
の
条
。

（
４６
）
　

『本
能
寺
文
書
』
二
八
九
頁
。

（
４７
）

同
書
第
二
部
第

一
篇
第
五
章

「法
華

一
揆
の
形
成
と
天
文
法
難
」

参
照
ｏ

（
４８
）
　

『本
能
寺
文
書
』
二
四
五
・
二
四
六
頁
。

（
４９
）
　
『両
山
歴
譜
』

「
日
承
上
人
」
の
条
ｏ

（”
）

同
書
三
六
七
頁
。
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